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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が始動領域に進入したことに起因して当たり外れを抽選する抽選手段と、該抽選
の結果を示す特別図柄を決める図柄決定手段と、画像を表示する画像表示手段と、該画像
表示手段を制御して特別図柄を変動表示させてから前記図柄決定手段が決めた前記特別図
柄を確定表示させる表示制御手段とを備え、
前記抽選手段による抽選が当りであると、前記抽選の結果が当たりであることを示す当た
り図柄を前記図柄決定手段によって前記特別図柄として決定し、該決定した当たり図柄を
前記画像表示手段に確定表示してから遊技者に有利な遊技状態となる弾球遊技機において
、
　前記抽選手段による抽選結果とは無関係の図柄であり前記当たり図柄と同じ図柄が確定
表示されても遊技者に有利な遊技状態とはならないデモ図柄を変動表示するための複数の
デモ表示パターンから１つのデモ表示パターンを選択するデモパターン選択手段と、
　前記特別図柄を表示するための特別図柄表示域と前記デモ図柄を表示するためのデモ表
示域の表示位置を決める表示位置決定手段とを備え、
　前記画像表示手段の画面を前記表示位置決定手段の決定に従って前記特別図柄表示域と
前記デモ表示域とに分割表示させて、前記特別図柄表示域において前記特別図柄の変動表
示を行わせ前記デモ表示域においては前記デモパターン選択手段が選択した前記デモ表示
パターンで前記デモ図柄の変動表示を行わせ、
　少なくとも前記特別図柄及び前記デモ図柄が確定表示されるまでには前記特別図柄表示
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域及び前記デモ表示域にそれぞれの表示域名を表示させる
ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１記載の弾球遊技機において、
　前記特別図柄表示域と前記デモ表示域との入れ替え表示を行うか否かを決める入れ替え
制御手段を備え、
　前記入れ替え制御手段により前記入れ替えを行うと決められているときは該決定に応じ
て前記特別図柄表示域と前記デモ表示域とを入れ替わらせるか、前記特別図柄表示域の表
示域名と前記デモ表示域の表示域名とを入れ替わらせる制御を行う
ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項３】
　請求項１又２記載の弾球遊技機において、
　前記特別図柄表示域及び前記デモ表示域の表示域名は、前記特別図柄の変動開始から前
記特別図柄と前記デモ図柄の双方が確定表示されるまで表示される
ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、弾球遊技機の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
現在のパチンコ遊技機（第１種遊技機）は、図柄始動口に遊技球が入賞すると図柄が変動
し該図柄が予め定められた組合せで停止すると大入賞口が所定回数開放され遊技者に有利
な大当り状態になる。
【０００３】
一般的な図柄の変動表示は、変動開始時には高速に図柄が変動し所定時間経過後に低速変
動になりその後、各図柄が１個ずつ停止されていく。現在の遊技機で一番多い種類として
は、図柄が３個あり、該３個の図柄が同じ図柄で揃うと大当りになる。しかし、中には図
柄が９個あったり、大当たりか外れかを表示する図柄（確定図柄）が本当は３個なのに６
個の疑似図柄を用いて全体として９個あるように見せている遊技機も存在する。
【０００４】
また、現在では、遊技者に大当りを期待させるために、特定のリーチになるとキャラクタ
が出現し、なんとか特別図柄を揃えようと頑張っている表示や特別図柄が小さくなるか特
別図柄が消えて、その代わりにキャラクタが競争している演出など特別図柄とは関係ない
表示が行われる。これを一般的にスーパーリーチと呼び慣わし、その際の特別図柄以外の
表示（キャラクタなど）を擬似図柄、擬似変動と言い、そのキャラクタが競争に勝ったり
すると特別図柄が揃い大当りになるといった演出が行われている。また、特定のリーチに
なると画面が複数に分割され、分割された分だけそれぞれ異なったスーパーリーチが行わ
れ、その中の一つでも図柄が揃ったら大当りになるといった演出も行われている。
【０００５】
　また、遊技者に大当りを期待させる演出として、変動開始時、高速変動中、低速変動中
やリーチになった瞬間あるいはリーチ途中に突然キャラクタを出現させるいわゆる大当り
予告、リーチ予告といったことも行っている。
　また、遊技者が、遊技していない状態であったり、遊技球を発射していても遊技球が始
動口に入賞できない状態が続くと、表示装置には、一般的にデモ画面と言われる表示が行
われる。このデモ画面は、その台の名前を表示したり、登場するキャラクタの物語を表示
したり、スーパーリーチなどを表示して遊技者にその台に興味を抱かせたり、どのような
スーパーリーチになれば大当りになりやすいかといったことを遊技者に理解させるための
表示を行っている。
　例えば、本当の確定図柄が３個で擬似図柄を６個使用し確定図柄を９個あるように見せ
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るタイプのものは、主基板で決定した３個の確定図柄を見て該確定図柄に付随する図柄を
表示しているだけ（例えば横スクロール表示で確定図柄が５だとしたらその両隣に疑似図
柄である４と６を表示しているだけ）で、確定図柄が同じであれば、付随する擬似図柄は
いつも同じであり、停止するタイミングも同じである。つまり、３図柄を９図柄に見せて
いても所詮は１つの変動にすぎなく、図柄の配置によっては見かけ上ダブルリーチになる
ことがあるが所詮チャンスは１回のみであり、遊技者もそのようにしか感じない。
　また、スーパーリーチなどは、リーチになってからしか始まらないので遊技者は、リー
チにならなかった時点で、現在変動しているものに関して大当りの期待を無くしてしまう
。同様に大当り予告も出現するタイミングが幾つかあったとしても、その複数のタイミン
グに出なかった時点で大当りの期待が薄れてしまう。
　また、特開２００２－１３６７１８号公報に開示されるように、一つの始動口に遊技球
が１個入賞すると、２つの変動が開始され、該２つの変動のうちどちらかの変動で図柄が
揃うと大当りになるというものも提案されている。しかし、この発明では、２つの変動と
もリーチにならない場合がある。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－１３６７１８号公報（段落００３７－００４２、図１３）
【特許文献２】
特開２０００－１６７２１９号公報（段落００１０－００１４、図６）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　一方、現在のデモ表示は、１、２種類しかないので繰り返し見させられる遊技者は見飽
きてしまう。特開２０００－１６７２１９号公報には、デモ表示が図柄変動、大当り中に
表示され、該デモ表示は、大当り回数によって変化していく構成が開示されているが、デ
モ表示は図柄変動などの背景画像に過ぎず、もの足りないものであった。
【００１２】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　請求項１記載の弾球遊技機は、
　遊技球が始動領域に進入したことに起因して当たり外れを抽選する抽選手段と、該抽選
の結果を示す特別図柄を決める図柄決定手段と、画像を表示する画像表示手段と、該画像
表示手段を制御して特別図柄を変動表示させてから前記図柄決定手段が決めた前記特別図
柄を確定表示させる表示制御手段とを備え、
前記抽選手段による抽選が当りであると、前記抽選の結果が当たりであることを示す当た
り図柄を前記図柄決定手段によって前記特別図柄として決定し、該決定した当たり図柄を
前記画像表示手段に確定表示してから遊技者に有利な遊技状態となる弾球遊技機において
、
　前記抽選手段による抽選結果とは無関係の図柄であり前記当たり図柄と同じ図柄が確定
表示されても遊技者に有利な遊技状態とはならないデモ図柄を変動表示するための複数の
デモ表示パターンから１つのデモ表示パターンを選択するデモパターン選択手段と、
　前記特別図柄を表示するための特別図柄表示域と前記デモ図柄を表示するためのデモ表
示域の表示位置を決める表示位置決定手段とを備え、
　前記画像表示手段の画面を前記表示位置決定手段の決定に従って前記特別図柄表示域と
前記デモ表示域とに分割表示させて、前記特別図柄表示域において前記特別図柄の変動表
示を行わせ前記デモ表示域においては前記デモパターン選択手段が選択した前記デモ表示
パターンで前記デモ図柄の変動表示を行わせ、
　少なくとも前記特別図柄及び前記デモ図柄が確定表示されるまでには前記特別図柄表示
域及び前記デモ表示域にそれぞれの表示域名を表示させる
ことを特徴とする。
【００１３】
この弾球遊技機では、遊技球が始動領域（例えば始動入賞口、始動ゲート）に進入したこ
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とに起因して抽選手段が当たり外れを抽選する。この抽選は、始動領域への進入タイミン
グにおける乱数カウンタの値に基づいて行われ、該値が当たり値と一致なら当たり、そう
でなければ外れとされる。図柄決定手段は、この抽選の結果を示す特別図柄を決める。通
常は、抽選が当たりなら例えば７７７のように３つの図柄が揃った特別図柄（当たり図柄
）を決め、外れのときは当たり図柄以外の特別図柄（外れ図柄）を決める。表示制御手段
は、画像を表示する画像表示手段を制御して特別図柄を変動表示させてから図柄決定手段
が決めた特別図柄（当たり図柄又は外れ図柄）を確定表示させる。そして、抽選手段によ
る抽選が当たりであると当たり図柄の確定表示後に（遊技者に認識される現象としては当
たり図柄が確定表示されたことにより）、遊技者に有利な遊技状態となる（例えば周知の
大当たり遊技が実行される）。
【００１４】
　更に、この弾球遊技機においては、デモパターン選択手段が複数のデモ表示パターンか
ら１つのデモ表示パターンを選択し、表示位置決定手段が前記特別図柄を表示するための
特別図柄表示域とデモ図柄を表示するためのデモ表示域の表示位置を決めると、
前記画像表示手段の画面を前記表示位置決定手段の決定に従って前記特別図柄表示域と前
記デモ表示域とに分割表示させて、前記特別図柄表示域において前記特別図柄の変動表示
を行わせ前記デモ表示域においては前記デモパターン選択手段が選択した前記デモ表示パ
ターンで前記デモ図柄の変動表示を行わせるから、デモ図柄の変動表示すなわちデモ画面
と特別図柄の変動とを一緒に見られるので、時間の無駄がない。
　また、少なくとも前記特別図柄及び前記デモ図柄が確定表示されるまでには前記特別図
柄表示域及び前記デモ表示域にそれぞれの表示域名を表示させるので、確定表示された特
別図柄をデモ図柄と間違えるおそれはない。
【００１５】
　上記の制御を行うには、前記画像表示手段の画面を前記表示位置決定手段の決定に従っ
て前記特別図柄表示域と前記デモ表示域とに分割表示させて、前記特別図柄表示域におい
て前記特別図柄の変動表示を行わせ前記デモ表示域においては前記デモパターン選択手段
が選択した前記デモ表示パターンで前記デモ図柄の変動表示を行わせ、少なくとも前記特
別図柄及び前記デモ図柄が確定表示されるまでには前記特別図柄表示域及び前記デモ表示
域にそれぞれの表示域名を表示させるデモ制御手段を備えるとよい。
【００１６】
また、デモパターン選択手段が複数の中から選択したデモ表示パターンでデモ図柄の変動
表示（デモ表示）を行うので、同じデモ表示ばかりになって遊技者が飽きるおそれはない
。
複数のデモ表示パターンから１つのデモ表示パターンを選択する手法に限定はないが、例
えば遊技球が始動領域に進入したタイミングにおけるパターン選択用の乱数カウンタの値
に基づいて選択したり、遊技球が始動領域に進入したタイミングにおける乱数の値によっ
て特別図柄の変動パターン及びデモ図柄の表示パターンを決定する等の構成が可能である
。また、特別図柄の当たり外れ、特別図柄の確定図柄、特別図柄の変動パターンを参照し
てデモ表示パターンを決定してもよい。
【００１７】
表示位置決定手段による特別図柄表示域とデモ表示域の表示位置の決定も、遊技球が始動
領域に進入したタイミングにおける表示位置決定用の乱数カウンタの値に基づいて行えば
よい。
本発明では、表示位置決定手段の決定に従って画像表示手段の画面を特別図柄表示域とデ
モ表示域とに分割表示し、特別図柄表示域において特別図柄の変動表示をデモ表示域にお
いてデモ図柄の変動表示を行う。つまり、特別図柄表示域とデモ表示域の表示位置が各回
毎に一定しないので、特別図柄表示域（特別図柄）とデモ表示域（デモ図柄）とを確実に
は判別できない。したがって、デモ表示として各種のリーチ表示、例えば通常と全く同じ
スーパーリーチを頻繁に表示したり、スーパーリーチだけを表示すれば、ひょっとしたら
このスーパーリーチが特別図柄ではないかと期待させることができ、デモ表示が行われて
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いる間は常に大当たりへの期待感が持続するから、初心者の人、初心者でない人とも同様
に期待感を持続させることができる。
【００１８】
また、デモ表示として各種のリーチ表示を行うだけでも、初心者でもリーチ表示について
よく分るようになり安心して遊技できるし、「ああ、こうなればよかったんだ～」など楽
しく遊技できる。また、通常あまり出現しないスーパーリーチを表示すれば、それだけで
も遊技者を楽しませることができる。
【００１９】
ところで、現在多くの弾球遊技機で行われている、特定のリーチになった際にキャラクタ
が出てきて例えば競争するような擬似変動の場合には、キャラクタが競争に勝ったら特別
図柄が揃うというように現在変動している特別図柄の表示結果と関連（リンク）している
が、本発明におけるデモ図柄の表示（デモ表示）は特別図柄とは全く関連しておらず、た
とえデモ表示でデモ図柄が揃っても（当たり図柄と同じ表示になっても）特別図柄にはな
にも影響がない。
【００２０】
また、例えば遊技者が遊技していない状態であったり、遊技球を発射していても遊技球が
始動口に入賞できない状態が続いて特別図柄の変動表示が行われていないときには、従来
と同様に全画面を使うかデモ表示域だけを使って、遊技機の名前やキャラクタの物語など
を表示してもよい。ただし、デモ表示のみ行う場合には、スーパーリーチは誤解を招く場
合があるので避けたほうがよい。
【００２１】
　請求項２記載のように、請求項１記載の弾球遊技機において、前記特別図柄表示域と前
記デモ表示域との入れ替え表示を行うか否かを決める入れ替え制御手段を備え、前記入れ
替え制御手段により前記入れ替えを行うと決められているときは該決定に応じて前記特別
図柄表示域と前記デモ表示域とを入れ替わらせるか、前記特別図柄表示域の表示域名と前
記デモ表示域の表示域名とを入れ替わらせる制御を行う構成とすれば、デモ表示として通
常と全く同じスーパーリーチを頻繁に表示したり、スーパーリーチだけを表示する場合に
、特別図柄の変動とデモ表示がいつ入れ替わるのかわからないので、デモ表示が行われて
いる間は常に大当たりへの期待感が持続するから、初心者の人、初心者でない人とも同様
に期待感を持続させることができる。
【００２２】
　なお、前記入れ替え制御手段により前記入れ替えを行うと決められているときは該決定
に応じて前記特別図柄表示域と前記デモ表示域とを入れ替わらせるか、前記特別図柄表示
域の表示域名と前記デモ表示域の表示域名とを入れ替わらせる制御は、上述のデモ制御手
段が行う構成にするとよい。
【００２３】
　また、表示域名を入れ替わらせる場合には少なくとも特別図柄及びデモ図柄が確定表示
されるまでには特別図柄表示域及びデモ表示域にそれぞれの表示域名を表示させるので、
確定表示された特別図柄をデモ図柄と間違えるおそれはない。
　入れ替え制御手段による特別図柄表示域とデモ表示域との入れ替え表示を行うか否かの
決定は、遊技球が始動領域に進入したタイミングにおける入れ替え決定用の乱数カウンタ
の値に基づいて行えばよい。
【００２４】
　特別図柄表示域とデモ図柄表示域との入れ替え表示（表示域を相互に入れ替わらせるか
表示域名を相互に入れ替わらせる）のタイミングや手法に特段の限定はなく、また２つの
表示域が常に分かれている構成でもよいし、時にはどちらか一つの領域だけになってもよ
い。両表示域のサイズ（広さ）も、一方（例えば特別図柄表示域）が大きくて他方が小さ
い関係でもよいし、ほぼ同じにしてもよいし、両者の大小関係を変化させてもよい。例え
ば２つの表示域の大きさを少しずつ変化させることで入れ替わりの予告とすることもでき
る。
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【００２５】
　なお、表示域名は文字によって例えば「本番」「本物」「特図」（以上、特別図柄表示
域）、「デモ」、「偽物」、「参考」（以上、デモ表示域）等と表示してもよいし、図形
や記号等を用いてもよい。要は特別図柄表示域とデモ表示域とを見分けること（これらを
推測させる場合も含めて）が可能な表示であればよく、必ずしも名称を表示する必要はな
い。この表示域名は常に表示してもよいし、適宜の期間やタイミングに限って表示しても
よい。ただし、最終的な図柄確定の場面では必ず表示されるのが望ましい。
【００２６】
　上述したように特別図柄表示域とデモ図柄表示域との入れ替えのタイミングや手法に特
段の限定はないが、特別図柄とデモ図柄の一方が停止表示された後に特別図柄表示域とデ
モ表示域との入れ替え又は表示域名の入れ替えを行えば、遊技者は最後までどちらが特別
図柄の変動か分からなくなり、最後の最後まで当るかもしれないといった期待感を持続さ
せ、２つの変動を最後まで楽しめる。
【００２７】
特別図柄の変動開始とデモ図柄の変動開始とは必ずしも同時である必要はないが、少なく
とも両方が変動中となる期間を設ける必要がある。
例えば、特別図柄が変動開始した後に少したってデモ図柄の変動が開始されれば、遊技者
には、あきらかに後から変動したほうがデモ図柄だと分かってしまうので、このような構
成は避ける方がよい。
【００２８】
しかし、表示方法を変更すれば、特別図柄の変動開始後に少したってからデモ図柄の変動
を開始しても、どちらがデモ図柄かわからないようにすることができる。例えば、特別図
柄がリーチになったら、デモ図柄の変動を開始すれば、遊技者には、どちらがデモ表示か
分からなくすることも可能である。また、特別図柄が高速変動から低速変動に変わった瞬
間にデモ表示を行う事も考えられる。つまり、特別図柄の変動表示において何らかのイベ
ントが発生したタイミングでデモ図柄の変動表示を開始すればよいのである。ただし、こ
のような構成であると、例えば特別図柄がリーチにならなければデモ表示を行えないこと
になるので、その点が弱点となる。
【００２９】
　これらのことから、特別図柄の変動開始とデモ図柄の変動開始をほぼ同時（遊技者が認
識できない程度の時間差の範囲内）とするのが望ましい。
　ところで、１回の特別図柄の変動中に何回もデモ表示を行ったり、１回のデモ表示中に
何回も特別図柄の変動を行なった場合には、入れ替え表示が不可能ではないが表示が不自
然になる。また、入替え表示を行う時だけ、１回の特別図柄の変動に対して１回のデモ表
示を行う構成では、表示は不自然にはならないが遊技者に入替え表示が行われることが事
前に分かってしまい効果がなくなる。或いは、特定時のみデモ表示を行う構成では、大当
たり予告やリーチ予告と同様なものだと思われてしまうおそれがある。
【００３０】
　従って、特別図柄の１回の変動に対してデモ図柄のデモ表示が１回行われる構成、つま
り、特別図柄が１回変動する毎にデモ図柄も１回変動して、両方の変動が終了（確定表示
）するまで次の特別図柄の変動を（デモ表示も）開始しない構成が好ましい。
【００３１】
　両者の確定前に特別図柄表示域とデモ表示域とが入れ替え表示される（特別図柄の表示
とデモ図柄の表示が入れ替わるか表示域名が入れ替わる）可能性があるため、結局のとこ
ろどちらがデモ図柄なのか特別図柄なのか遊技者には確定するまで分からないから、上記
のスーパーリーチをデモ表示する場合のような期待感を最後まで持続させる効果がきわめ
て良好になる。
【００３２】
　このことから明らかであるが、特別図柄の変動時間とデモ図柄の変動の時間が同じであ
る必要はないし、特別図柄の変動時間よりデモ図柄の変動時間を短くする必要もない。



(7) JP 4257948 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

　また、特別図柄の変動パターンとデモ図柄のデモ表示パターンとを一部又は全てが同じ
にすることも可能であり、デモ表示の変動パターンを特別図柄の変動パターンと一部又は
全てが同じにすることで、両者の見分けが困難になり、デモ表示による大当たりへの期待
感を高めることができる。
【００３３】
　請求項３記載の弾球遊技機は、請求項１又は２記載の弾球遊技機において、前記特別図
柄表示域及び前記デモ表示域の表示域名は、前記特別図柄の変動開始から前記特別図柄と
前記デモ図柄の双方が確定表示されるまで表示されることを特徴とする。
【００３４】
　特別図柄の変動表示とデモ図柄の変動表示とが並列的に行われ、またそれぞれの表示域
又は表示域名が入れ替わることがあるので、どちらが特別図柄なのかデモ図柄なのか分か
りにくくなるおそれがある。
　しかし、請求項３の構成では、表示域名が特別図柄の変動開始から特別図柄とデモ図柄
の双方が確定表示されるまで表示されるのでこの紛らわしさを解消できる。勿論、表示域
名が入れ替わることはあるが、それでも表示域を明示する機能に変わりはない。なお、表
示域名を適宜の期間やタイミングに限って表示してもよい。
【００３５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明のいくつかの実施例により発明の実施の形態を説明する。
【００３６】
【実施例１】
図１に示すのは、弾球遊技機の一種であるパチンコ機５０の正面図である。この図１に示
すように、本実施例のパチンコ機５０は、長方形の外枠５１と前面枠５２とからなる筐体
にて構成の各部を保持する構造である。なお、パチンコ機５０には、プリペイドカードの
読み書き等を行うためのプリペイドカードユニット（ＣＲユニット）が付属することがあ
る。
【００３７】
前面枠５２は、左端上下のヒンジ５４により外枠５１に対し開閉可能に取り付けられてお
り、通常は図示するように閉じた状態とされる。
前面枠５２には、窓状のガラス枠６０が前面枠５２に対して開放可能に取り付けられてい
る。このガラス枠６０には板ガラス６１が二重にはめ込まれ、板ガラス６１の奥には前面
枠５２に保持された遊技盤１０が収納されている。
【００３８】
ガラス枠６０の下方には上皿５５が配され、前面枠５２に対して開放可能に取り付けられ
ている。
上皿５５の下方にては下皿６３が前面枠５２に固定され、下皿６３の右側には発射ハンド
ル６４が取り付けられている。発射ハンドル６４を時計回りに回動操作すれば発射装置（
図示略）が稼働して、上皿５５から供給された遊技球を遊技盤１０に向けて発射する。
【００３９】
図２に示すように、遊技盤１０には外レール１１と内レール１２とによって囲まれた略円
形の遊技領域１３が形成されている。
遊技領域１３の中央部にはセンターケース１４が装着されており、そのセンターケース１
４にて取り囲まれるようにして図柄表示装置１５（全体の図示は省略）のＬＣＤパネル１
６ａが配されている。
【００４０】
センターケース１４には、周知のものと同様にワープ入口、ワープ樋、ステージなどが設
けられている。また、上部（ＬＣＤパネル１６ａの上方）には、４個のＬＥＤが保留表示
器１７として装着されている。
センターケース１４の左右上方にはランプ風車１９が設置され、それらの下方には風車２
０が設置されている。また、風車２０の斜め上方にはゲート（通過口）２１が配されてい
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る。
【００４１】
センターケース１４の直下にはチューリップ式の普通電動役物２２が設置されている。こ
の普通電動役物２２は始動領域となる。普通電動役物２２には普通図柄表示器２９が付属
し、遊技球がゲート２１を通過したことに起因する普通図柄抽選で当たりとなると（普通
図柄表示器２９に当たりの普通図柄が表示されると）設定時間だけ開放される。本実施例
ではこの設定時間は、通常確率中は約０．３秒であるが高確率中は約２．６秒とされる。
ただし、１開放中に３個の入賞があると、前記時間に達しなくとも開放が終了する。
【００４２】
これらゲート２１の下方には普通入賞口２４が配されている。また、普通電動役物２２の
下方には、開閉板２５ａにて開閉される大入賞口２５と左右の普通入賞口２６とを備える
大入賞装置２７が配され、盤面最下部にはアウト口２８が設けられている。
【００４３】
なお、遊技盤１０には、多数の遊技釘が植設されているが、これらは周知であるので図示
と説明を省略する。
本実施例のパチンコ機の制御系は図３の通りに構成されている。
このパチンコ機は、主制御基板３０、賞球制御基板３２、発射制御基板３４、音制御基板
３６、ランプ制御基板３８及び画像制御基板４０を備えている。詳細の図示は省略するが
、これらの制御基板はいずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポート、出力ポート等を備
えている。また、主制御基板３０には各種の抽選や選択に使用する乱数カウンタ（複数）
が備えられ、音制御基板３６には音源ＩＣが備わっている。
【００４４】
主制御基板３０は抽選手段、図柄決定手段、デモパターン選択手段、表示位置決定手段及
び入れ替え制御手段として機能するが、その詳細は後述する。
主制御基板３０には、下球皿が満杯状態になったことを検出する満タンスイッチ（満タン
ＳＷ）、球タンクが空状態になったことを検出する補給スイッチ（補給ＳＷ）、発射ハン
ドルに遊技者が接触（操作）していることを検出するタッチスイッチ（タッチＳＷ）、遊
技球が大入賞口２５の内部に設けられている特定領域を通過したことを検出するＶスイッ
チ（ＶＳＷ）、大入賞口２５への入賞球を検出するカウントスイッチ（カウントＳＷ）、
普通入賞口２４、２６への入賞球をそれぞれ検出する賞球払い出しスイッチ（賞球払い出
しＳＷ）、普通電動役物２２への入賞球を検出する第１種始動口スイッチ（第１種始動口
ＳＷ）、遊技球がゲート２１を通過したことを検出する普通図柄作動スイッチ（普通図柄
作動ＳＷ）等の検出信号が入力される。
【００４５】
主制御基板３０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号などに基づ
いて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、賞球制御基板３２、発射制御基板３４
、音制御基板３６、ランプ制御基板３８、画像制御基板４０に出力したり、普通電動役物
２２を開閉する普通役物ソレノイド、大入賞装置２７の特定領域を開閉するＶソレノイド
及び開閉板２５ａを駆動する大入賞口ソレノイドの動作を制御し、また外部接続端子基板
を介して外部（ホールコンピュータ）に入賞や大当たり等の情報を出力する。
【００４６】
賞球制御基板３２は、主制御基板３０から送られてくるコマンドに応じて玉切モータを稼
働させて賞球を払い出させる。また、ＣＲユニットが付属する場合は、ＣＲ精算表示基板
を介して貸出要求、精算要求の操作信号を受け付け、ＣＲユニットとデータを送受し、貸
出要求信号に応じて玉切モータを稼働させて貸球を払い出させ、ＣＲユニットに挿入され
ているプリペイドカードの残高表示を制御する。
【００４７】
発射制御基板３４は、主制御基板３０から送られてくるコマンド（タッチＳＷの信号や遊
技状況を反映している）、発射ハンドルの回動信号及び発射停止スイッチ（発射停止ＳＷ
）の信号に基づいて発射モータを制御して遊技球を発射及び停止させ、タッチランプの点
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灯を制御する。
【００４８】
音制御基板３６は、主制御基板３０から送られてくるコマンドに応じて音声信号を生成し
、その音声信号にてスピーカを駆動して音声を出力する。
ランプ制御基板３８は、主制御基板３０から送られてくるコマンドに応じて保留表示器１
７及び普通図柄表示器２９の表示を制御するほか、他の各種ＬＥＤや各種ランプの点灯、
消灯等を制御する。
【００４９】
表示制御手段及びデモ制御手段として機能する画像制御基板４０は、ＬＣＤパネルユニッ
ト１６及び付属ユニットと共に図柄表示装置１５を構成している。上述のＬＣＤパネル１
６ａは画像表示手段となるＬＣＤパネルユニット１６の一部である。画像制御基板４０は
、主制御基板３０から送られてくるコマンドに応じてＬＣＤパネルユニット１６すなわち
ＬＣＤパネル１６ａの表示を制御する。
【００５０】
次にパチンコ機５０の動作を説明する。
このパチンコ機５０の遊技形態は、公知の第１種パチンコ機と同様であるので、これにつ
いては概略のみを説明する。
主制御基板３０は、図４に示す入力チェック処理において、第１種始動口スイッチからの
入賞検出信号に基づいて普通電動役物２２に入賞したか否かを判断し（Ｓ１０１）、肯定
判断（始動入賞発生）なら保留記憶が満杯か否かを判断する（Ｓ１０２）。保留記憶が満
杯でなければ（Ｓ１０２：ＮＯ）、始動入賞発生のタイミングで特別図柄抽選用の乱数カ
ウンタ等から取得した乱数値を記憶して（Ｓ１０３）、リターンする。Ｓ１０１で否定判
断（始動入賞発生せず）又はＳ１０２で肯定判断（保留満杯）のときはリターンする。
【００５１】
図５に示す当否判定処理では、主制御基板３０は、まず条件装置の作動中（いわゆる大当
たり中）か否かを判断し（Ｓ２０１）、条件装置の作動中なら以下の処理は行わずにリタ
ーンする。
条件装置の作動中でなければ（Ｓ２０１：ＮＯ）、特別図柄の変動中か否かを判断し（Ｓ
２０２）、変動中でなければ（Ｓ２０２：ＮＯ）確定図柄の表示中か否かを判断し（Ｓ２
０３）、確定図柄の表示中でなければ（Ｓ２０３：ＮＯ）保留記憶があるか否かを判断す
る（Ｓ２０４）。保留記憶がなければ（Ｓ２０４：ＮＯ）、以下の処理は行わずにリター
ンする。
【００５２】
保留記憶すなわち上述のＳ１０３で特別図柄抽選用の乱数カウンタから取得して記憶した
当否抽選乱数があれば（Ｓ２０４：ＹＥＳ）、確変フラグが立っているか否かに応じて（
Ｓ２０５）、当否抽選乱数を通常テーブル（Ｓ２０６）又は確変テーブル（Ｓ２０７）の
当たり値と照合して大当たりか否かを判定する（大当たり抽選、抽選手段）。なお、確変
テーブルの当たり値の個数は通常テーブルよりも多いので（約５倍）、大当たりと判定さ
れる確率が高い（高確率）。
【００５３】
主制御基板３０は、上記の大当たり抽選が当たりであれば（Ｓ２０８：ＹＥＳ）、確定図
柄として大当たり図柄を決めて（Ｓ２０９）、特別図柄の変動開始から確定表示までの変
動時間（変動パターン）を決める（Ｓ２１０）。一方、大当たり抽選が外れであれば（Ｓ
２０８：ＮＯ）、確定図柄として外れ図柄（当たり図柄以外）を決め（Ｓ２１１）、変動
パターンを決める（Ｓ２１２）。
【００５４】
Ｓ２１０又はＳ２１２に続いては、上述のＳ１０３で入れ替え判定用の乱数カウンタから
取得して記憶した入れ替え判定乱数に基づいて入れ替えするか否かを判定し（Ｓ２１３）
、入れ替え実行なら（Ｓ２１４：ＹＥＳ）入れ替えフラグをセットする（Ｓ２１５）。Ｓ
２１３～Ｓ２１５は入れ替え制御手段に該当するが、本実施例では入れ替えフラグに応じ



(10) JP 4257948 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

て特別図柄表示域とデモ表示域の位置も決まるので位置決定手段ともなっている。
【００５５】
次に、上述のＳ１０３でデモパターン決定用の乱数カウンタから取得して記憶したデモパ
ターン乱数に基づいて、複数のデモパターンから１つのデモパターンを選択する（Ｓ２１
６、デモパターン選択手段）。
この実施例では、デモパターンを、特別図柄には関係なく、始動入賞時に取得した乱数の
値によって決定しているが、例えば特別図柄が大当たり図柄か否か、リーチか否か、どん
な図柄が確定図柄なのか等に応じてデモパターンを決めてもよい、また、入れ替えの有無
も始動入賞時に取得した乱数の値によって決定しているが、乱数によらずに、例えば特定
の変動パターンになったときに入れ替えを実行するようにしてもよい。
【００５６】
そして、Ｓ２０９で決めた大当たり図柄並びにＳ２１０で決めた変動パターン又はＳ２１
１で決めた外れ図柄並びにＳ２１２で決めた変動パターンとＳ２１６で決めたデモパター
ンを指定するデータ及び入れ替えフラグが含まれた変動開始コマンドを画像制御基板４０
に送信する（Ｓ２１７）。画像制御基板４０は、変動開始コマンドを受信するとＬＣＤパ
ネルユニット１６を制御してＬＣＤパネル１６ａに特別図柄を変動表示させてから確定図
柄で確定表示させ、またデモ図柄の変動表示と確定表示もさせるが（表示制御手段）、そ
の詳細は後述する。
【００５７】
前述のＳ２０２で肯定判断（変動表示中）のときは、図６に示すように特別図柄とデモ図
柄の両方の変動時間（上述の変動パターン、デモパターンに対応して変動時間が決まって
いる）が終了したか否かを判断し（Ｓ２２１）、肯定判断なら図柄停止コマンドを画像制
御基板４０に送信して特別図柄及びデモ図柄の変動を停止（確定図柄を表示）させる（Ｓ
２２２）。
【００５８】
続いて、入れ替えフラグがセットされているか否かを判断し（Ｓ２２３）、これがセット
されていれば（Ｓ２２３：ＹＥＳ）、入れ替えフラグ終了処理にてクリアする（Ｓ２２４
）。
次に、画像制御基板４０に指示した確定図柄が大当たりになる組合わせ（Ｓ２０９の大当
たり図柄）であれば（Ｓ２２５：ＹＥＳ）、確定図柄を一定時間表示させるための確定図
柄表示設定処理を行い（Ｓ２２６）、条件装置作動開始処理（大当たり遊技を開始するた
めの処理）を行う（Ｓ２２７）。Ｓ２２５で否定判断のときは確定図柄表示設定処理のみ
を行う（Ｓ２２８）。
【００５９】
また、前述のＳ２０３で肯定判断（確定図柄表示中）のときは、その表示時間が終了した
か否かを判断し（Ｓ２３１）、表示時間が終了していれば（Ｓ２３１：ＹＥＳ）、確定図
柄表示終了処理にて画像制御基板４０に指示して確定図柄の表示を終了させる（Ｓ２３２
）。
【００６０】
上記の説明から明らかであるが、保留記憶がある場合でも、特別図柄が確定表示されただ
けでは次の変動は開始されず、特別図柄とデモ図柄の双方が確定表示になり確定図柄表示
終了処理が行われてから、次の変動が開始する。
上記の大当たり抽選が当たりで大当たり図柄が確定表示されると特別遊技（大当たり遊技
）が実行される。
【００６１】
図７に示すように、主制御基板３０は、特別遊技処理においては、まず条件装置の作動中
か否かを判断し（Ｓ３０１）、否定判断なら以下の処理は実行せずにリターンする。
条件装置作動中で（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、大入賞口開放中でなく（Ｓ３０２：ＮＯ）、大
当たり開始演出中でなく（Ｓ３０３：ＮＯ）、インターバル中でもなく（Ｓ３０４：ＮＯ
）、大当たり終了演出中でもなければ（Ｓ３０５：ＮＯ）、すなわち大当たり遊技を開始
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するタイミングであるから大当たり開始演出処理（Ｓ３０６）を行って、大入賞口２５を
開放させる（Ｓ３０７）。また、Ｓ３０３、Ｓ３０４又はＳ３０５で肯定判断のときはリ
ターンする。
【００６２】
Ｓ３０２で肯定判断のときは大入賞口２５への入賞球が１０個になったか否かを判断し（
Ｓ３０８）、否定判断なら大入賞口開放時間の終了か否かを判断する（Ｓ３０９）。Ｓ３
０９で否定判断ならリターンし、Ｓ３０８又はＳ３０９で肯定判断なら大入賞口２５を閉
鎖させる（Ｓ３１０）。
【００６３】
続いて、最終ラウンドであったか否かを判断し（Ｓ３１１）、否定判断なら遊技球が特定
領域を通過していたか否かをＶスイッチからの入力信号に基づいて判断する（Ｓ３１２）
。肯定判断なら条件装置の作動継続となるので大当たりインターバル処理を行って（Ｓ３
１３）、再び大入賞口２５を開放させる（Ｓ３１４）。
【００６４】
Ｓ３１１で肯定判断又はＳ３１２で否定判断のときは条件装置の作動は継続しないので、
大当たり終了演出処理（Ｓ３１５）を実行して条件装置停止処理を行う（Ｓ３１６）。
なお、大当たり遊技の終了（条件装置停止処理）に伴って確率設定処理が行われ、大当た
り図柄が確変図柄であったときには確変フラグをセットし（確変突入）、確変図柄でなか
ったなら確変フラグをクリアする。
【００６５】
　画像制御基板４０による表示制御は次のように行われる。
　図８に示すように、画像制御基板４０は、変動開始コマンドを受信したか否かを判断し
（Ｓ４０１）、このコマンドを受信していればＬＣＤパネルユニット１６を制御してＬＣ
Ｄパネル１６ａの上表示域４１に「本番」の文字を、下表示域４２に「デモ」の文字を表
示させる（Ｓ４０２、図１０（ａ）、図１１（ａ）参照）。「本番」及び「デモ」の文字
は表示域名に該当する。なお、上表示域４１の方が下表示域４２よりも大きい。
【００６６】
続いて入れ替えフラグがセットされているか否かを判断し（Ｓ４０３）、入れ替えフラグ
がセットされていなければ（Ｓ４０３：ＮＯ）通常変動開始処理（Ｓ４０４）を行い、入
れ替えフラグがセットされていれば（Ｓ４０３：ＹＥＳ）入れ替え変動開始処理（Ｓ４０
５）を行う。
【００６７】
通常変動開始処理（Ｓ４０４）では、ＬＣＤパネルユニット１６を制御して図１０に示す
ようにＬＣＤパネル１６ａの上表示域４１において特別図柄の変動表示を、下表示域４２
においてデモ図柄の変動表示を開始させる。すなわち、上表示域４１が特別図柄表示域で
あり、下表示域４２がデモ表示域である。図１０はＬＣＤパネル１６ａにおける表示の経
時変化を説明する図であり、（ａ）～（ｄ）の順に表示が変化する。
【００６８】
入れ替え変動開始処理（Ｓ４０５）では、ＬＣＤパネルユニット１６を制御して図１１に
示すようにＬＣＤパネル１６ａの上表示域４１においてデモ図柄の変動表示を、下表示域
４２において特別図柄の変動表示を開始させる。すなわち、上表示域４１がデモ図柄表示
域であり、下表示域４２が特別図柄表示域であって、変動表示の開始時点においてデモ図
柄表示域と特別図柄表示域とが通常の配置とは入れ替わっている。なお、図１１も図１０
と同様にＬＣＤパネル１６ａにおける表示の経時変化を説明する図であり、（ａ）～（ｄ
）の順に表示が変化する。
【００６９】
そして、通常変動の場合も入れ替え変動の場合も、変動開始コマンドに含まれている特別
図柄の変動パターンに応じて特別図柄の変動態様を制御し、同じく変動開始コマンドに含
まれているデモパターンに応じてデモ図柄の変動態様を制御する。
【００７０】
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特別図柄の変動態様は大当たり図柄であるか否か、リーチになるかならないか等に応じて
様々であるが、本実施例においてはデモ図柄の変動態様は全てスーパーリーチが出現する
設定である。従って、複数種類あるデモパターンの相互の違いは、スーパーリーチの種類
、スーパーリーチに至るまでの経過、スーパーリーチ後の確定図柄、全体の変動時間等の
違いとなる。
【００７１】
特別図柄はリーチにもならない確定図柄であることが多いが、例えば図１０（ａ）、図１
１（ａ）のように特別図柄もリーチになることがある（デモ図柄もリーチ）。また、図１
０（ｂ）、図１１（ｂ）に例示するように特別図柄がスーパーリーチになることがある（
デモ図柄もスーパーリーチ）。
【００７２】
変動表示が進行すれば、やがて停止時間が到来する。特別図柄の変動パターンとデモ図柄
の変動パターン（デモパターン）とが上述したとおり互いに別々に決定されるので、それ
ぞれの変動時間が一致する（同時に停止時間が到来する）ことは少なく（ときにはあり得
る）、大抵は一方が先に停止して他方は変動を継続している場合が多い。図１０（ｃ）の
例ではデモ図柄が停止して（確定ではなくて微動している）、特別図柄の変動が継続して
いる。上記の通りデモ図柄は全てスーパーリーチとなるので、図１１（ｃ）に例示するよ
うに特別図柄が先に停止（確定ではなくて微動）してデモ図柄の変動が継続中となる方が
出現比率は高い。なお、図１１（ｃ）は、入れ替え変動であるので、通常はデモ図柄が表
示される下の領域に特別図柄の表示が行なわれている。
【００７３】
変動している側（図１０の例では特別図柄、図１１の例ではデモ図柄）の変動時間が終了
すると、前述したとおり主制御基板３０から図柄停止コマンドが送られてくる。図９に示
すように、画像制御基板４０は図柄停止コマンドを受信すると（Ｓ４１１：ＹＥＳ）ＬＣ
Ｄパネル１６ａに特別図柄及びデモ図柄の変動を停止（確定図柄を表示）させ、入れ替え
フラグがセットされているか否かを判断する（Ｓ４１２）。
【００７４】
入れ替えフラグがセットされている場合には、ＬＣＤパネル１６ａの「本番」、「デモ」
の表示を入れ替えて表示させる（Ｓ４１３）。すなわち、図１１（ｄ）に例示するように
、それまでは上表示域４１（ここではデモ表示域）に「本番」の文字が表示され、下表示
域４２（ここでは特別図柄表示域）に「デモ」と表示されていたのであるが（図１１（ａ
）～（ｃ））、その表示が入れ替わって上表示域４１（デモ表示域）に「デモ」の文字が
、下表示域４２（特別図柄表示域）に「本番」の文字が表示される。
【００７５】
入れ替えフラグがセットされていないときには「本番」、「デモ」の表示の入れ替えは行
われない（図１０（ｄ）参照）。
そして、画像制御基板４０は、特別図柄表示域に「本番」の文字を表示し、デモ表示域に
「デモ」の文字を表示した状態（それぞれの表示域を明示した状態）を、上述の確定図柄
表示設定（Ｓ２２６又はＳ２２８）から確定図柄終了処理（Ｓ２３２）まで継続させてか
ら、確定図柄終了処理（Ｓ２３２）に応じて「本番」及び「デモ」の文字をＬＣＤパネル
１６ａから消去させる（Ｓ４１４）。
【００７６】
このように、特別図柄の変動表示とデモ図柄の変動表示とが上表示域４１と下表示域４２
とで並行的に行われるのであるが、遊技者は、どちらが特別図柄でどちらがデモ図柄であ
るかを、最終的な確定図柄の表示画面を見るまで分からない。
【００７７】
このため、後まで変動していた特別図柄が外れでも、先に停止したデモ図柄が３個同じ図
柄で揃っているので、図１１のように、ひょっとしたら入れ替わるのではないかと思い、
Ｓ４１４により「本番」及び「デモ」の文字が消去されるまで期待感を維持してＬＣＤパ
ネル１６ａを注目することになる。よって、最後の最後まで遊技者を期待させ、楽しませ
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ることができる。
【００７８】
特別図柄の変動表示とデモ図柄の変動表示とが並列的に行われ、またそれぞれの表示域が
入れ替わることがあるが、最終的には「本番」、「デモ」の文字によって特別図柄とデモ
図柄を明示するので、どちらが特別図柄か分からずに紛らわしくなるおそれはない。
【００７９】
デモ表示には必ずスーパーリーチ（スーパーリーチに発展するまでの経過も含めて）が表
示されるので、初心者でもリーチ表示についてよく分るようになり安心して遊技できるし
、楽しく遊技できる。また、通常あまり出現しないスーパーリーチを頻繁に見られるから
、それだけでも遊技者を楽しませることができる。
【００８０】
しかも、デモ表示として通常と全く同じスーパーリーチばかりが表示される上に特別図柄
の変動とデモ表示が入れ替わる可能性があるので、デモ表示が行われている間は常に大当
たりへの期待感が持続するから、初心者の人、初心者でない人とも同様に期待感を持続さ
せることができる。
【００８１】
　更に、特別図柄表示域とデモ表示域とを入れ替わらせる制御（実際には表示域名を入れ
替わらせる制御）を行うので、デモ図柄の変動表示すなわちデモ画面と特別図柄の変動と
を一緒に見られるから、時間の無駄がない。また、デモパターンが複数あって、その中か
ら選択したデモパターンに従ってデモ図柄の変動表示が行われるので、同じデモ表示ばか
りになって遊技者が飽きるおそれもない。
【００８２】
　特別図柄の変動中に行われるデモ表示は、特別図柄の変動パターンと一部又は全てが同
じにすれば、両者の見分けが一層困難になり、デモ表示による大当たりへの期待感をより
高めることができる。
　この実施例では、入れ替えフラグがセットされている場合には、特別図柄の変動表示の
開始時において表示域を通常とは逆に上下入れ替えた状態にして、通常は特別図柄表示域
となる側をデモ表示域とし、通常はデモ表示域となる側を特別図柄表示域とした状態で特
別図柄の変動表示が開始されるので、遊技者が特別図柄と思っていた方がデモ図柄、デモ
図柄と思っていた方が特別図柄ということになり、変動表示の終了時にこの関係を「本番
」、「デモ」の文字で明示することで最後に遊技者を驚かせることができる。特に、表示
域名の入れ替えで大当たりになったときの喜びは極めて大きい。
【００８３】
[変動表示の代表的例]
上記の説明中では詳しく述べなかったが、特別図柄とデモ図柄の変動表示の関係の代表的
な例を図１２に示す。
図１２（ａ）に示す例は、特別図柄の変動とデモ図柄の変動とが同じリーチパターン（ス
ーパーリーチ）になる例である。また同じ図柄（ここでは７－７）でリーチになる場合も
ある。
【００８４】
図１２（ｂ）に示す例は、特別図柄の変動とデモ図柄の変動とがともにスーパーリーチで
はあるが変動態様が異なる例である。またリーチ図柄も異なっている。
図１２（ｃ）に示す例は、特別図柄の変動はノーマルリーチでデモ図柄の変動がスーパー
リーチとなる例である。
【００８５】
図１２（ｄ）に示す例は、特別図柄はリーチにもならない外れであり、デモ図柄はスーパ
ーリーチとなる例で、この組合わせの出現頻度が最も多い。特別図柄はリーチにならない
ので比較的短い時間で変動が終わってしまうが、デモ図柄の変動は継続し、これが確定表
示になるまでは次の変動は始まらない。このため、遊技者は次の変動開始を待つことにな
るが、入れ替えで大当たりになる可能性があるので遊技者は期待感を維持しながら確定を
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待つことになる。
【００８６】
[画像制御基板による表示制御の変形例]
この例は、特別図柄とデモ図柄の表示域を入れ替える例である。
変動開始処理は図８を参照して実施例で説明したものと同様で、画像制御基板４０は、変
動開始コマンドを受信したか否かを判断し（Ｓ４０１）、このコマンドを受信していれば
ＬＣＤパネルユニット１６を制御してＬＣＤパネル１６ａの上表示域４１に「本番」の文
字を、下表示域４２に「デモ」の文字を表示させる（Ｓ４０２、図１４（ａ）参照）。
【００８７】
続いて入れ替えフラグがセットされているか否かを判断し（Ｓ４０３）、入れ替えフラグ
がセットされていなければ（Ｓ４０３：ＮＯ）通常変動開始処理（Ｓ４０４）を行い、入
れ替えフラグがセットされていれば（Ｓ４０３：ＹＥＳ）入れ替え変動開始処理（Ｓ４０
５）を行う。実施例と同様に、通常変動開始処理（Ｓ４０４）では、上表示域４１におい
て特別図柄の変動表示を、下表示域４２においてデモ図柄の変動表示を開始させ、入れ替
え変動開始処理（Ｓ４０５）では、上表示域４１においてデモ図柄の変動表示を、下表示
域４２において特別図柄の変動表示を開始させる。図１４（ａ）に示すのは入れ替え変動
開始処理（Ｓ４０５）が行われた場合であり、デモ図柄が変動表示される上表示域４１に
「本番」、特別図柄が変動表示される下表示域４２に「デモ」が表示されている。
【００８８】
そして、実施例と同様に、通常変動の場合も入れ替え変動の場合も、変動開始コマンドに
含まれている特別図柄の変動パターンに応じて特別図柄の変動態様を制御し、同じく変動
開始コマンドに含まれているデモパターンに応じてデモ図柄の変動態様を制御する。
【００８９】
変動表示が進行し、停止時間が到来した方が停止して他方は変動を継続している状態にな
る。図１４（ｃ）の例では特別図柄が先に停止（確定ではなくて微動）してデモ図柄の変
動が継続中（スーパーリーチ）となっている。なお、図１４は、入れ替え変動であるので
、図１４（ｃ）では通常はデモ図柄が表示される下の領域に特別図柄の表示が行なわれて
いる。
【００９０】
変動している側（図１４の例ではデモ図柄）の変動時間が終了すると、主制御基板３０か
ら図柄停止コマンドが送られてくる。図１３に示すように、画像制御基板４０は図柄停止
コマンドを受信すると（Ｓ４２１：ＹＥＳ）ＬＣＤパネル１６ａに特別図柄及びデモ図柄
の変動を停止（確定図柄を表示）させ、入れ替えフラグがセットされているか否かを判断
する（Ｓ４２２）。
【００９１】
入れ替えフラグがセットされている場合には、ＬＣＤパネル１６ａの特別図柄表示域とデ
モ図柄表示域とを入れ替え表示させる（Ｓ４２３）。すなわち、図１４（ｄ）に例示する
ように、それまでは上表示域４１にデモ図柄が表示され（デモ表示域となっていた）、下
表示域４２に特別図柄が表示されていた（特別図柄表示域となっていた）のであるが（図
１４（ａ）～（ｃ））、それが入れ替わって上表示域４１に特別図柄が表示され、下表示
域４２デモ図柄が表示される。なお、「本番」及び「デモ」の文字は入れ替え表示されず
に、元の位置に表示される。
【００９２】
入れ替えフラグがセットされていないときには表示域の入れ替えは行われない。
そして、画像制御基板４０は、特別図柄表示域（図１４（ｄ）の例では上表示域４１）に
「本番」の文字を表示し、デモ表示域（図１４（ｄ）の例では下表示域４２）に「デモ」
の文字を表示した状態（それぞれの表示域を明示した状態）を、上述の確定図柄表示設定
（Ｓ２２６又はＳ２２８）から確定図柄終了処理（Ｓ２３２）まで継続させてから、確定
図柄終了処理（Ｓ２３２）に応じて「本番」及び「デモ」の文字をＬＣＤパネル１６ａか
ら消去させる（Ｓ４２４）。
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【００９３】
この変形例のように制御しても、実施例と同様の各効果が得られる。なお、図１４も図１
０と同様にＬＣＤパネル１６ａにおける表示の経時変化を説明する図であり、（ａ）～（
ｄ）の順に表示が変化する。
【００９４】
[表示パターン例]
実施例や変形例で示した以外にも、上下の表示域のサイズや「本番」等の文字表示につい
ては様々な態様が可能であるので、ここでいくつか例示する。
【００９５】
例えば図１５、図１６に示すように、上表示域４１、下表示域４２のサイズをほぼ等しく
してもよい。なお、図１５も図１６も図１０と同様にＬＣＤパネル１６ａにおける表示の
経時変化を説明する図であり、（ａ）～（ｄ）の順に表示が変化する。
【００９６】
　また、図１５に示すように上表示域４１と下表示域４２の表示域名（図１５の例では「
本番」、「デモ」）を適宜時間毎に（例えば数秒毎に）入れ替えることもできる。このよ
うにすれば、デモ図柄が大当たり図柄で停止した場合に（特別図柄が大当たり図柄で停止
したときも）、大当たり図柄になっている表示域が「本番」で確定することを期待して、
最後まで表示に注目する。
【００９７】
　或いは、図１６に示すように、変動表示の開始時に表示域名（図１６の例では「本番」
、「デモ」）を表示し（図１６（ａ））、変動表示の途中で表示域名を消して（図１６（
ｂ）、（ｃ））、最後に特別図柄が表示されている表示域に「本番」を、デモ図柄が表示
されている表示域に「デモ」を表示してもよい。この場合も、図１５の例と同様、遊技者
は大当たり図柄になっている表示域に「本番」が表示されることを期待して、最後まで表
示に注目する。
【００９８】
　また、図示は省略するが、変動開始時において表示域名を表示せずに最後だけ表示域名
を表示してもよい。
　以上、実施例に従って、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこのような
実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲でさまざまに実施でき
ることは言うまでもない。
【００９９】
例えば、実施例ではデモ表示は全てスーパーリーチにしたが、デモ表示の中に例えばスー
パーリーチに発展しないリーチパターンやリーチにもならないハズレパターンを設ければ
、より一層どちらが特別図柄でどちらがデモ図柄か分からなくなる。
【０１００】
また、入れ替え表示が行われたら必ず大当りになる構成にしてもいいし、入れ替え表示が
行われても大当りにならない時があってもよい。言うまでもないが、入れ替え表示が行わ
れずに特別図柄が揃えば通常通り大当りになる。
実施例では特別図柄が変動する際には毎回デモ表示を行う構成としているが、特定時のみ
デモ表示を行う構成としてもよい。
【０１０１】
特定変動時のみにデモ表示を行う制御にした場合に、デモ表示を行わない時にはデモ表示
域をなくして特別図柄表示域だけにしてもよいが、デモ表示を行なう時と領域の大きさを
変更せずに、デモ表示域では台の名称であったり、キャラクタの物語りなど、従来のデモ
表示と同じ内容を流しておいてもいいし、何も表示させなくてもいい。
【０１０２】
実施例の場合、デモ表示はすべてスーパーリーチなので変動時間が長いが、特別図柄には
リーチにもならないハズレが多いから、デモ表示のほうが変動時間が長くなってしまうこ
とが多い。このような変動時間のアンバランスを解消するために、スーパーリーチの中に
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ればよい。つまり、特別図柄での全くのハズレ＝デモ表示の中で１番変動時間の短いもの
＝特別図柄のスーパーリーチの中で１番変動時間の短いもの、とすればよい。
【０１０３】
実施例では始動入賞時に入れ替え表示を行うか否かを判断し、それに応じて表示域の表示
位置を決めているが、例えば入れ替え表示を行うか否かの判断ではなく、上か下か、右か
左かなど、どちらに特別図柄の変動を表示しどちらにデモ表示を表示させるか表示域の表
示位置を決めておき、その決定に従い表示を行う構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例のパチンコ機の正面図。
【図２】　実施例のパチンコ機の遊技盤の正面図。
【図３】　実施例のパチンコ機の制御系のブロック図。
【図４】　実施例のパチンコ機において主制御基板が実行する入力チェック処理のフロー
チャート。
【図５】　実施例のパチンコ機において主制御基板が実行する当否判定処理の一部のフロ
ーチャート。
【図６】　実施例のパチンコ機において主制御基板が実行する当否判定処理の他の一部の
フローチャート。
【図７】　実施例のパチンコ機において主制御基板が実行する特別遊技処理のフローチャ
ート。
【図８】　実施例のパチンコ機において画像御基板が実行する変動開始処理のフローチャ
ート。
【図９】　実施例のパチンコ機において画像御基板が実行する変動終了処理のフローチャ
ート。
【図１０】　図８、図９の処理で入れ替え表示が行われない場合の説明図。
【図１１】　図８、図９の処理で入れ替え表示が行われる場合の説明図。
【図１２】　変動表示の代表的例の説明図。
【図１３】　画像御基板が実行する変動終了処理の変形例のフローチャート。
【図１４】　図１３の処理で入れ替え表示が行われる場合の説明図。
【図１５】　表示パターン例の説明図。
【図１６】　表示パターン例の説明図。
【符号の説明】
１０　　遊技盤
１３　　遊技領域
１５　　図柄表示装置（表示手段）
１６　　ＬＣＤパネルユニット（表示手段）
１６ａ　ＬＣＤパネル（表示手段）
２２　　普通電動役物（始動領域）
２５　　大入賞口
３０　　主制御基板（抽選手段、図柄決定手段、デモパターン選択手段、表示位置決定手
段、入れ替え制御手段）
４０　　画像制御基板（表示制御手段、デモ制御手段）
４１　　上表示域
４２　　下表示域
５０　　パチンコ機（弾球遊技機）
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